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１．事業の趣旨 

市政に関する情報を市民に確実に伝えるとともに，まちへの誇りと愛

着を持ってもらえるよう魅力を発信するための広報媒体である「こうほ

う旭川市民」を制作するに当たり，より分かりやすく，親しみやすい誌

面となるように，デザイン，編集等に係る一連の業務を行う。 

２．公募日程 

  公 募 開 始   ：令和３年１１月１５日（月） 

  参加表明書受付締切  ：令和３年１２月６日（月） 

  参加要件確認通知   ：令和３年１２月８日（水） 

  企画提案書提出期日  ：令和３年１２月２０日（月） 

  ヒアリング日程（予定）：令和３年１２月２４日（金） 

３．事業内容 

「こうほう旭川市民」を編集・制作するに当たってのレイアウト，取

材，原稿作成，編集，校正等 

の一連の業務 

４．履行期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

添付資料 
有 ・ 無 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。 

報道（取材）に当

たってのお願い 
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令和４年度「こうほう旭川市民」編集等業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

令和４年度「こうほう旭川市民」編集等業務の内容並びに同業務に係る公募型プロポーザルの各種

手続，要件及び審査等の内容については，次のとおりとする。 

 

第１ 目的 

   本業務は，市政に関する情報を市民に確実に伝えるとともに，まちへの誇りと愛着を持っても

らえるよう魅力を発信するための広報媒体である「こうほう旭川市民」を制作するに当たり，

より分かりやすく，親しみやすい誌面となるように，企画立案からデザイン，編集までの一連

の企画編集業務及び印刷・製本業務との調整等を委託するものである。 

この要領は，本業務の委託先を適正に選定するため，一定の条件を満たす者の中から企画提案

を受け，審査及び評価を行い，当該業務の履行に最適な者を特定するプロポーザル方式の実施に

必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 業務概要 

１ 業務名 令和４年度「こうほう旭川市民」編集等業務 

２ 業務内容 

令和４年度「こうほう旭川市民」を編集・制作するに当たってのレイアウト，取材，原稿作成，

編集，校正等の一連の企画編集業務及び印刷・製本業務との調整等 

  ⑴ 企画立案に係る助言，支援 

   ⑵  取材及び写真撮影 

   ⑶  誌面構成及び原稿の作成 

   ⑷  イラスト，図表の作成 

   ⑸  デザイン，編集，校正 

 ⑹ 印刷・製本業務との調整 

 ⑺ その他，別添１「業務要件書」のとおり。 

３ 履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

４ 予算概要等 

この業務に係る予算は２９，９７３千円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を予定してい

ることから，業務委託料の積算に当たっては，予算の範囲内とすること。 

ただし，この業務に係る予算が可決・成立しない場合は，今回の企画提案による業務は行わな

いこととする。また，予算案の減額があった場合には，仕様等を変更することがある。なお，こ

のことにより，プロポーザル参加者又は受託候補者において損害が生じた場合にあっても，市は

その損害について一切負担しない。 

 

第３ 契約担当部局 

  〒０７０－８５２５ 旭川市６条通９丁目総合庁舎４階 

  旭川市総合政策部広報広聴課広報係 

  電話 ０１６６－２５－５３７０ 

  F A X ０１６６－２５－６５１５ 

  e-mail kohokocho@city.asahikawa.lg.jp 
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第４ 参加資格要件 

   公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は，次の全ての要件

を満たしていること。 

１ 令和２・３・４年度旭川市物品購入等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で，次に掲

げる要件の全てを満たしている者であること。 

⑴ 営業種目（3210）「印刷物制作，写真撮影等」，取扱品目（3211）「印刷物制作（企画，編

集，制作，デザイン等），複写業務」に登録されている者。 

 ⑵  地域区分「51 市内」（旭川市内に本店がある者）又は「53 準市内」（旭川市内に支店等

があり，その支店長等に契約手続等について年間委任している又は市内雇用があり準市内の認

定があった者）で登録されている者。 

２ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

３ 公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても，旭川市競争入札参加資格者指

名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 

４ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定，民事再生法にあっては再生手続開始の決定を

受けている者を除く。）でないこと等，経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

 

第５ 参加表明手続 

 １ 参加表明書の提出 

参加希望者は，次のとおり参加表明書を提出しなければならない。 

なお，この期限までに参加表明書を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められた

者は，このプロポーザルに参加することができない。 

⑴ 提出書類 参加表明書（様式１） 

⑵ 提出期限 令和３年１２月６日（月） 午後５時 

       提出については，提出期限内の旭川市の休日を定める条例（平成５年旭川市条例

第３号）第１条第１項に規定する本市の休日（以下「休日」という。）を除く午

前９時から午後５時までに提出すること。 

⑶ 提出場所 第３に同じ 

⑷ 提出方法 持参又は簡易書留による郵送（必着）により提出すること。 

 ２ 参加資格の確認等 

⑴ 参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請 

   第４に定める参加資格要件に該当するか確認を行い，令和３年１２月８日（水）までに次に

掲げる事項を記載した確認結果通知書を送付する。 

ア 参加資格を有すると認めた者にあっては，参加資格がある旨及び企画提案書の提出を要請

する旨 

イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては，参加資格がない旨及びその理由並びに所定の

期限までに理由について説明を求めることができる旨 

⑵ 参加資格を有しないと認めた者にあっては，その理由について，次のとおり書面（様式は任

意）により市長に対し説明を求めることができる。 

 ア 提出期間 令和３年１２月１０日（金）までの休日を除く，午前９時から午後５時まで 

 イ 提出場所 第３に同じ 

  ウ 提出方法 持参又は簡易書留による郵送（必着）により提出すること。 
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⑶ 市長は，⑵の説明を求められたときは，令和３年１２月１４日（火）までに説明を求めた者

に対し理由説明書を送付する。 

 

第６ 企画提案書作成要領 

 企画提案書の提出を要請された者（以下「企画提案者」という。）は，次に定めるところによ

り企画提案書を作成し，提出するものとする。 

１ 提案内容 

 企画提案は，次の事項について提案すること。 

⑴ 業務の基本方針に関すること。 

    市民と市政をつなぐ重要な広報媒体である「こうほう旭川市民」の編集等に関し，「新・旭

川市広報広聴戦略プラン」に基づき，市政に関する重要施策を効率的かつ効果的に情報発信す

るための基本的な考え方に関すること。 

⑵ 審査課題に関すること。 

 別添２「令和４年度『こうほう旭川市民』編集等業務に係る審査課題について」に基づき制

作すること。 

⑶ 実施体制等に関すること。 

業務の一部の再委託や本業務の受託に併せて雇用を予定している場合は，実施体制にその旨 

がわかるように明記すること。 

ア  業務処理に係る組織体制 

  イ 業務に従事する者の氏名及び実務経験の経歴 

ウ 業務の処理に係る機材配置，セキュリティ管理に関すること。 

 ⑷ 法人としての業務実績に関すること。 

ア パンフレットや情報誌，自治体の広報誌の編集など，類似業務の契約実績 

     実際に請け負ったことが証明できる書類（契約書の写しや契約履行実績証明書（様式は任 

    意））を添付すること。 

⑸ 参考見積価格に関すること。 

ア 業務処理に関する参考見積価格と積算内訳について，１か月当たりの金額と１２か月分の

金額を示すこと。ただし，写真撮影については，撮影の上限回数を示すこと。 

２ 企画提案書の書類 

 企画提案の提出は，企画提案書（様式２）に次の書類を添付して行うこと。 

⑴ 企画提案書別紙 

  Ａ４判片面印刷でページの通し番号を付すこと。 

  審査課題に関しては，別添２「令和４年度『こうほう旭川市民』編集等業務に係る審査課題

について」を参照のこと。 

⑵ その他必要な書類 

３ 記入上の注意事項 

⑴ １⑵の提出作品については，当該業務の処理に従事する者（１⑶イに記載された者）が作成

すること。 

   ⑵ その他本プロポーザル実施要領等に定めのない事項については，総合政策部広報広聴課広報

係担当者の指示に従うこと。 

４ 提出方法等 

⑴ 提出期限 令和３年１２月２０日（月） 午後５時 

⑵ 提出場所 第３に同じ 

⑶ 提出方法 持参又は簡易書留による郵送（必着）により提出すること。 
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⑷ 提出部数 ７部  

５ 企画提案書等の著作権等の取扱い 

⑴ 企画提案書等の著作権は，当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

⑵ 市は，プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは，提出さ

れた企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。 

⑶ 市は，企画提案者から提出された企画提案書等については，旭川市情報公開条例（平成 17

年旭川市条例第７号）の規定に基づき，第三者に開示することができるものとする。 

 

第７ 質疑応答等 

１ 企画提案書の作成について質問がある場合においては，次のとおり質疑応答書により提出する

こと。 

⑴ 提出書類 質疑応答書（様式３） 

⑵ 提出期間 令和３年１２月１７日（金）までの休日を除く，午前９時から午後５時まで 

⑶ 提出場所 第３に同じ 

⑷ 提出方法 事前に電話連絡の上，電子メールにより提出すること。件名は「令和４年度『こう

ほう旭川市民』編集等業務企画提案に関する質問」とすること。 

２ １の質疑応答書は，質問者及び回答日において参加表明書を提出している全ての者に対し，電

子メールにより回答するものとする。また，併せて，旭川市ホームページ上に当該回答内容を公

表する。 

 

第８ 失格事項 

 次のいずれかに該当した者は，その者を失格とする。 

１ 参加資格要件を満たしていない場合 

２ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

３ 実施要領等で示された，提出期限，提出場所，提出方法，書類作成上の留意事項等の条件に適

合しない書類の提出があった場合 

４ 審査会が行う企画提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリングを欠席した場合 

５ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

第９ 企画提案の審査方法及び評価基準 

１ 審査会の設置 

 企画提案書の審査，評価及び受託候補者の特定を行うため，「こうほう旭川市民」編集等業務

プロポーザル審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ ヒアリング等の実施 

 審査会において，提案内容をより理解するため，企画提案書に係るプレゼンテーション及びヒ

アリングを次のとおり行う。 

⑴ 実施方法  

ア １者ずつの呼び込み方式とし，１者の持ち時間は説明１５分間，質疑１０分間の計２５分

間とする。 

イ 企画提案追加資料の配付やパソコン等の機材を使用した説明は禁止するが，提出された企

画提案書と同一の図案や写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。 

ウ プレゼンテーション等の説明者は，補助者を含めて３名までとする。 

⑵ 実施日及び場所 

 令和３年１２月２４日（金）（予定） 
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日時及び場所については，第５‐２で示した企画提案書提出要請時に併せて通知する。 

３ 審査項目及び評価基準 

企画提案書及びプレゼンテーション等により，次の審査項目について，別添３「評価基準」に

基づき審査及び評価を行う。 

⑴ 業務の基本方針に関すること。【配点１０点】 

    「こうほう旭川市民」の目的と役割を理解するとともに，その編集等に関し，「新・旭川市

広報広聴戦略プラン」に基づき，市政に関する重要施策や市民に特に周知すべき重要な情報に

ついて，効率的かつ効果的に情報発信するため，業務の履行に当たっての明確な基本方針を持

っているか。 

⑵ 審査課題に関すること。【配点５０点】 

ア 情報が正確で適切なイラスト等を使用しているか。 

イ 市民の興味や関心を引き付けるような工夫がされているか。 

  ウ お知らせする項目や内容に沿った編成となっているか。 

 エ 品質の高いグラフィックデザインが採用されているか。 

  オ  ユニバーサルデザインに配慮した見やすいものとなっているか。 

⑶ 実施体制等に関すること。【配点２０点】 

ア  業務処理に係る組織体制 

 業務を確実に履行するため，責任者や各作業工程における役割分担等が具体的に示 

され，市の指示や要請に即時に対応できる組織体制が十分に整備されているか。 

イ 業務に従事する者の氏名及び実務経験の経歴 

 業務を確実に履行するため，業務に従事する者が十分な実務経験を有しているか。 

ウ 業務の処理に係る機材配置，セキュリティ管理に関すること。 

 業務を確実に履行するための機材の配置や，情報の管理に係るセキュリティ対策が十分で

あるか。   

  ⑷ 法人としての業務実績に関すること。【配点１０点】 

  パンフレットや情報誌，自治体の広報誌の編集など，類似業務の契約実績があるか。 

⑸ 参考見積価格に関すること。【配点１０点】 

別添３「評価基準」で示す価格評価基準による。 

４ 受託候補者の特定 

 審査会において，３の審査及び評価により，各委員の評価点の合計を加算し順位を付け，最も

評価点の高い者を，審査会の合議の上，受託候補者として特定する。 

 評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは，審査会の合議により順位を決定する。 

 企画提案者が１者の場合は，各委員が付けた評価点を基に，審査会の合議により受託候補者と

しての適否を総合的に判断する。 

５ 審査結果の通知 

⑴ 受託候補者を特定したときは，速やかに全ての企画提案者に対し，次の事項を通知するもの

とする。 

ア 受託候補者 

イ 評価点数 

ウ 受託候補者にあっては，今後の契約手続の旨 

エ 受託候補者とならなかった者にあっては，その理由及び所定の期限までに理由について説

明を求めることができる旨 

⑵ 受託候補者とならなかった者は，その理由について，次のとおり書面（様式は任意）により

市長に対し説明を求めることができる。 
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ア 提出期間 ⑴の通知があった日から７日以内までの休日を除く，午前９時から午    

           後５時まで 

イ 提出場所 第３に同じ 

ウ 提出方法 持参又は簡易書留による郵送（必着）により提出すること。 

⑶ 市長は，⑵の説明を求められた日から，７日以内に回答することとする。 

  ６ 審査結果の公表 

 受託候補者を特定したときは，次の事項を公表するものとする。 

⑴ 受託候補者 

⑵ 評価点数 

 

第 10 契約に関する基本事項 

１ 契約の締結 

 受託候補者と当該業務について協議を行い，内容について合意の上，当該業務仕様書を作成す

るものとし，その仕様書に基づく見積書を徴収し，随意契約の方法により契約を締結する。 

２ 契約保証金 

 要する。ただし，旭川市契約事務取扱規則第２４条の規定に該当する場合は免除する。 

３ 契約書作成の要否 

  要する。 

４ 支払条件 

  毎月，後払いとする。 

 

第 11 その他 

１ 手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

２ 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は，提出者の負担とする。 

３ 提出された書類は返還しない。 

４ 提出された書類は，提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

 

第 12 スケジュール 

   本プロポーザルの実施スケジュールは，次のとおりである。 

実施内容 実施期間又は期日等 

参加表明書の提出 令和３年１１月１５日（月）～令和３年１２月６日（月） 

参加資格要件確認結果通知 

及び企画提案書提出要請 
令和３年１２月８日（水） 

企画提案書の提出 令和３年１２月８日（水）～令和３年１２月２０日（月） 

ヒアリング等 令和３年１２月２４日（金）（予定） 

企画提案書審査結果の通知 令和３年１２月２７日（月）（予定） 

契約締結 令和４年４月１日 
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別添１ 

 業務要件書 

別添１ 業務要件書 

１ 業務名 

令和４年度「こうほう旭川市民」編集等業務 

 

２ 履行期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月 31 日まで 

 

３ 業務内容及び要件 

⑴ 「こうほう旭川市民」（令和４年５月号～令和５年４月号）の編集等業務 

ア 企画立案に係る助言・支援 

特集等の記事について，市が示すテーマやコンセプトに基づき，随時打合せを行い，展

開内容等を協議の上，決定する。また，企画等に関し必要な助言・支援を行う。 

  イ 写真撮影 

    「こうほう旭川市民」の表紙等に掲載する写真や市内で行われるイベント等の写真につ

いて，市の指示に基づき，優れた技術を有する者が写真撮影を行うこと（通常は１回当た

り半日程度）。また，撮影した写真データは，「こうほう旭川市民」以外の市の広報活動

に広く利用できるものとする。 

ウ 取材及び原稿の作成 

   取材及び原稿作成については，１回当たりのページ数は問わないこと。取材が必要なも

のについては，受託者がインタビュー取材を行い，取材内容や市が提出する原稿データ等

に基づき，受託者が原稿を作成すること。また，作成に当たっては，適切な表現方法で平

易な文章とすること。 

エ 誌面構成 

ウの取材内容，市が提出する原稿データ等に基づき，受託者が誌面を構成すること。 

作成に当たっては，写真や適切なイラスト，図表等を見やすく配置すること。 

オ デザイン，レイアウト 

ＤＴＰソフト（インデザイン，イラストレーター，フォトショップ又はこれらに準ずる

制作が可能なもの）を用いて編集を行うものとし，ユニバーサルデザインに配慮した見や

すく分かりやすいデザイン，色調とすること。また，編集に当たっては，男女共同参画等

の視点に配慮し，適切な表現を用いること。 

カ 校正 

全ページにわたり，原稿と照らし合わせるなど，事実関係の誤りや誤植がないよう細心

の注意を払って編集・校正を行うこと。市に原稿を提出する際には，その都度，校正をす

ること。また，校正の際に疑問が生じた場合は，本市担当部局等への確認を行うこと。 

キ 成果品の提出 

    毎月の校正が終了したときは，直ちに成果品（校了紙及びそのデータ）を市に，また，

印刷用データを市が指定する印刷業者に提出すること。 

  ク 色校正の実施（令和４年４月号～令和５年３月号） 

    市の指示に基づき，色の修正・変更を行い，印刷用データを市が指定する印刷業者に提

出すること。 
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⑵ 発行回数・部数，規格等 

発行回数 月１回 毎月 15 日発行 年 12 回 

印刷部数 毎月約 163,800 部 

規    格 Ａ４判（297 ㎜×210 ㎜） 

製本は針金中とじ２か所，ファイリングホールなし 

ページ数 32 ページ 

刷 り 色 ４色 

フォント 原則としてモリサワのユニバーサルデザインフォントを使用する 

（表紙及びタイトル・見出し等を除く。） 

標準構成 表紙，市長の活動状況等，特集・企画，お知らせ，広告「４ 広告掲載面

の指定」で示すとおり 

（構成やページ配分は，各月の記事，広告の件数によって変動する。） 

そ の 他 各号の作業日程例（令和３年５月号）は別紙のとおり。 

 

４ 広告掲載面の指定 

広告原稿については，本業務とは別に契約を締結した業者が作成するものとする。なお，広

告枠に空きが生じた場合は，行政情報を掲載する。 

 

５ 著作権の帰属 

  受託者は，成果物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）を市に

譲渡する。ただし，成果物に利用されている写真，イラスト，デザインその他の素材の著作権

のうち，本業務と関係なく受託者又は第三者が保有している著作権については，市に譲渡しな

いものとする。この場合において，受託者は，市が当該著作権を本業務及び市の広報活動に使

用することができるよう利用を許諾し，又は当該第三者から利用許諾を得るものとする。 

 

６ 実績報告書の提出 

  毎月の業務を完了したときは，速やかに文書による実績報告書を市に提出すること。 

 

７ 再委託の禁止 

⑴ 業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 

⑵ 業務の一部を第三者に委託しようとするときは，あらかじめ書面にて市の承諾を得なけれ

ばならない。 

 

８ 個人情報の取扱い 

 ⑴ 個人情報保護の重要性を認識し，業務の実施に当たっては，旭川市個人情報保護条例（平

成 17 年旭川市条例第８号）その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し，個人情報を適

正に取り扱わなければならない。  

 ⑵ 業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的で使用してはなら

ない。業務が終了した後においても同様とする。 

 ⑶ 市の指示又は承諾がある場合を除き，業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の

目的のために利用し，又は第三者に提供してはならない。 

 ⑷ 業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし，市の承諾がある場合を除き，第三者

に取り扱わせてはならない。 

⑸ 市の指示又は承諾がある場合を除き，業務を行うために市から提供を受け，又は自らが収
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集した個人情報が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。 

 ⑹ 業務を行うために市から提供を受け，又は自ら収集した個人情報が記載された資料等を業

務の終了後において，直ちに市に返還し，又は引き渡すものとする。ただし，市が別に指示

したときは，この限りでない。 

 ⑺ 業務の履行に関し，⑴から⑹までに定める事項に違反する事態が生じ，又は生ずるおそれ

がある場合は，速やかに市に報告し，市の指示に従うものとする。業務が終了した後におい

ても同様とする。これらの場合において，受託者は，市から立ち入り検査を求められたとき

は，これに応ずるものとする。 

 ⑻ その他，個人情報の取扱いに関し疑義が生じた事項については，その都度市に確認の上，

市の指示に従うこと。 
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令和３年５月号　「こうほう旭川市民」編集日程・ページ割り

4/13(火) 4/15(木) 4/16(金) 4/20(火) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

4/13(火) 4/15(木) 4/16(金) 4/20(火) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

4/9(金) 4/13(火) 4/14(水) 4/16(金) 4/19(月) 4/21(水) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

4/14(水) 4/16(金) 4/19(月) 4/21(水) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

4/9(金) 4/14(水) 4/15(木) 4/20(火)

13:30 13:30 13:30 13:30

4/9(金) 4/14(水) 4/15(木) 4/20(火) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

4/12(月) 4/15(木) 4/16(金) 4/21(水) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

4/9(金) 4/14(水) 4/15(木) 4/20(火) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

4/21(水)

17:00

4/21(水)

17:00

4/13(火) 4/15(木) 4/16(金) 4/20(火) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

4/13(火) 4/15(木) 4/16(金) 4/20(火) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

4/9(金) 4/14(水) 4/15(木) 4/20(火) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

4/12(月) 4/15(木) 4/16(金) 4/20(火) 4/21(水)

13:30 13:30 13:30 13:30 17:00

４／２　編集会議　　　４／２１　校了　　　４／２２最終校正　　　４／２６　色校正　　　５／６納入
内　容

(編集室担当）
ページ数 ページ 入稿・取材 初校 戻り ２校 戻り ３校 戻り 校了

1 1 4/12(月)

1 3 4/12(月)

2 4～5 4/2(金)

2 6～7 4/12(月)

1 8 4/2(金)

2 9～10 4/2(金)

7 11～17 4/2(金)

7 18～24 4/2(金)

編集風景 4/21(水)

1 25 4/6(火)

3 29～31 4/2(金)

1 26 4/12(月)

2 27～28 4/2(金)

表紙

随想

特集～マスク

コロナワクチン

夢応援

クローズアップ

子育て・教育
福祉・健康
学び・文化

お知らせ縦

市民の広場

動物園

社協

市長への手紙

広報プレゼント
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別添２ 

令和４年度「こうほう旭川市民」編集等業務に係る審査課題について 

別添２ 令和４年度「こうほう旭川市民」編集等業務に係る審査課題について 

１ 審査課題 

  「こうほう旭川市民」令和３年１０月号では，情報を「子育て・教育情報（１３～１４ページ）」

「福祉・健康情報（１５～１６ページ）」「学び・文化情報（２０～２２ページ）」のとおり分類

して掲載しているところですが，これらの情報を，誰もが見やすく分かりやすく読むことができる

ように再編集してください。その際，書字方向（縦書き・横書き）の変更は可能ですが，情報の分

類方法や名称は変更しないでください。 

⑴ 「子育て・教育情報」 

別紙１のとおり 

⑵ 「福祉・健康情報」 

別紙２のとおり 

⑶ 「学び・文化情報」 

   別紙３のとおり 

 

２ 課題作成における留意事項 

 ⑴ 提出書類は，Ａ４版右開きの冊子状とし，表紙はつけず，４色刷り両面印刷の７ページ以内と

してください。 

⑵ フォントは，原則としてモリサワのユニバーサルデザインフォントを使用してください（タ

イトル・見出し等を除く。）。 

⑶ ＤＰＳソフト（インデザイン，イラストレーター，フォトショップ又はこれらに準ずる制作が

可能なもの）を用いて編集してください。 

⑷ ユニバーサルデザインに配慮した見やすく分かりやすいデザイン，レイアウト，色調になるよ

う，さらに工夫してください。 

⑸ 表（公民館講座カレンダ－子供版，公民館講座カレンダー）については，デザインの変更は可

能ですが，書字方向は変更しないでください。 

 ⑹ 次の情報については，市が指定する画像を使用してください。 

ア 野外彫刻ファイル 

  イ 声優朗読劇ＶＯＲＬＥＳＥＮ～ヘンデル一代記 

  ウ 大雪クリスタルホール自主文化事業こどもオペラ ブレーメンの音楽隊 

  エ 二次元コード 

⑺ ページ下 1 段に広告枠を設けてください。広告枠の大きさは縦 4.55 ㎝，横 17.85 ㎝とし，掲載

するページは「福祉・健康情報」の２ページ目とします。 

⑻ 令和３年１０月号として作成してください。 

⑼ 課題原稿の内容について，担当部局へ問い合わせをしないでください。 
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（別紙１） 
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（別紙２） 
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（別紙３） 
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別添３  

評価基準  

別添３ 評価基準 

10／100

「こうほう旭川市民」の目的と役割を理解するとともに，その編集等に関し，「新・旭川市広報広聴戦略プラン」に基づき，
市政に関する重要施策や市民に特に周知すべき重要な情報について，効率的かつ効果的に情報発信するため，業務
の履行に当たっての明確な基本方針を持っている。

10

50／100

⑴　情報が正確で適切なイラスト等を使用しているか。 10

⑵　市民の興味や関心を引き付けられるような工夫がされている。 10

⑶　お知らせする項目や内容に沿った編成となっている。 10

⑷　品質の高いグラフィックデザインが採用されている。 10

⑸　ユニバーサルデザインに配慮した見やすいものとなっている。 10

20／100

⑴　業務処理に係る組織体制
　業務を確実に履行するため，責任者や各作業工程における役割分担等が具体的に示され，市の指示や要請に即時
に対応できる組織体制が十分に整備されている。

10

⑵　業務に従事する者の氏名及び実務経験の経歴
　業務を確実に履行するため，業務に従事する者が十分な実務経験を有している。

5

⑶　業務の処理に係る機材配置，セキュリティ管理
　業務を確実に履行するための機材の配置や，情報の管理に係るセキュリティ対策が十分である。

5

10／100

パンフレットや情報誌，自治体の広報誌の編集など，類似業務の契約実績がある。 10

10／100

価格評価基準による。 10

 100/100

【価格評価基準】

※ 価格評価は，予算額と最低見積価格の差額を５で除した額をＡとし，以下の基準とする。

最低見積価格以上，（最低見積価格＋Ａ）未満　　　　　　　　　　　　　　→ 極めて良好

（最低見積価格＋Ａ）以上，（最低見積価格＋Ａ×２）未満　　　　　　 　→ 良好

（最低見積価格＋Ａ×２）以上，（最低見積価格＋Ａ×３）未満　　　　　→ 普通

（最低見積価格＋Ａ×３）以上，（最低見積価格＋Ａ×４）未満　　　　　→ やや不十分

（最低見積価格＋Ａ×４）以上，予算額以下　　　　　　　　　　　　　　　　→ 不十分

小計②

審  査  項  目 評価割合

１　業務の基本方針に関すること。

小計①

２　審査課題に関すること。

３　実施体制等に関すること。

小計③

４　法人としての業務実績に関すること。

合計（①＋②＋③＋④＋⑤）

小計④

５　参考見積価格に関すること。

小計⑤
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（様式１）  

 

参  加  表  明  書  

（様式１）参加表明書 

令和  年  月  日  

 

（宛先）旭川市長  

 

 

住  所  

商号又は名称  

                    代表者氏名            ○印  

 

 

 

業務名 令和４年度「こうほう旭川市民」編集等業務  

 

 上記業務に係る公募型プロポーザルについて参加したいので，申し込みます。  

 なお，全ての参加資格要件を満たしていることを誓約します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者役職・氏名  

連絡先   TEL 

FAX 

e-mail 

（連絡先は間違いのないよう記入してください。）  

 

 

旭川市受付印  
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（様式２）  

 

企  画  提  案  書  

（様式２）企画提案書 

令和  年  月  日  

 

（宛先）旭川市長  

 

 

住  所  

商号又は名称  

                    代表者氏名            ○印  

 

 

 

業務名 令和４年度「こうほう旭川市民」編集等業務  

 

 

 標記業務について，次の書類を添えて申し込みます。  

 なお，添付書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。  

 

 

 添付書類  

 １ 企画提案書別紙  

 

 ２ その他必要な書類  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者役職・氏名  

連絡先   TEL 

FAX 

e-mail 

（連絡先は間違いのないよう記入してください。）  
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（様式３）                      

 

質  疑  応  答  書  

（様式３）質疑応答書 
（宛先）旭川市長  

 

住  所  

商号又は名称  

代表者氏名             ○印  

 

 

質問年月日  令和  年  月  日  

 

業務名  令和４年度「こうほう旭川市民」編集等業務  

質 疑 事 項  回 答 事 項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※提出期限内に，事前に電話連絡の上，電子メールで提出してください。  

件名は「令和４年度『こうほう旭川市民』編集等業企画提案に関する質問」としてくだ

さい。  

 

 


